
 

 

広報みなみさんりく広告枠売却に係る仕様書 

 

１ 対象広報紙 

  南三陸町が毎月１回発行する広報みなみさんりくの各号 

 

２ 対象広報紙の仕様 

（１） 規格 

    Ａ４版、月平均２８ページ前後 

 （２） 刷色 

     表紙及び裏表紙：フルカラー 

     表紙及び裏表紙以外：２色刷り 

 （３） 発行日 

     毎月１回１日発行 

 

３ 広告掲載代理店が行う業務の内容 

（１） 広報みなみさんりくに掲載する有料広告の広告主募集に関する業                                                              

務 

 （２） 広告の案の作成、修正等の業務 

 （３） その他町長が指示する業務 

 

４ 広告の規格、掲載位置、掲載期間 

 （１） 規格 

縦４６㎜×横８２㎜を１枠とし、８枠を設定する（１ページに２枠）。

また、１つの企業が２枠を使用することも可能とする。 

 （２） 掲載位置 

     表紙を除くページのうち町長が指定するページの最下段 

 （３） 掲載期間 

     平成２８年５月号から平成２９年４月号までとする。なお、１ヵ月

単位での掲載を基本とするが、複数月にわたる掲載も可とする。 

 

５ 広告の掲載基準 

  南三陸町広告掲載要綱（平成１９年南三陸町告示第７８号）、南三陸町広

告掲載基準（平成１９年南三陸町告示第７９号）及び南三陸町広告掲載基準

の細目に関する要領（平成１９年南三陸町告示第８０号）による。 

 

 

 



 

 

６ 広告掲載の手続き 

 （１） 広告を掲載するときは、掲載を希望する広報紙発行日の４週間前ま

でに、南三陸町広告掲載要綱に規定する南三陸町広告掲載申込書を提

出し、南三陸町広告掲載審査員会の承認を受けなければならない。 

 （２） 南三陸町広告掲載審査委員会では、広告案の内容を審査し、掲載の

可否を決定する。 

 （３） 広告案が承認されたときは、承認された広告案の完全原稿１部を、

広告を掲載しようとする広報紙発行日の３週間前までに、電子媒体（電

子メールでの送信も可）で企画課企画情報係へ提出すること。なお、

画像のファイル形式は、ＪＰＥＧ形式とする。 

 

７ 広告枠料 

  広告掲載代理店は、広告枠料１年分を町が発行する納入通知書により一括

で納入しなければならない。なお、納入期日は、第１回目の広告が掲載され

た広報紙の発行日（平成２８年５月１日）から３０日以内とする。 

 

８ その他 

 （１） 掲載された全ての広告についての一切の責任は、広告掲載代理店が

負うものとする。 

 （２） 町は、全ての広告について掲載の可否権を有し、広告掲載代理店に

対し、可否の根拠を明示する。ただし、広告主に対する広告掲載の可

否の説明等については、広告掲載代理店が誠意をもって行うものとす

る。 

 （３） 広告掲載代理店の都合により広告が規定の枠数に満たず、そのため

町がそのスペースを使用した場合でも、契約金額の減額は行わない。 

 （４） 上記以外の事項については、別途協議により定める。 

 

 


